
むつ市都市政策課 

むつ都市計画 用途地域の変更 
原案説明会 

槌川目地区 

1 

 

              日時  平成26年7月9日（水） 18：30～ 

              場所  むつ市役所本庁舎 大会議室Ａ 



むつ市都市政策課 都市計画 用途地域変更箇所について 

槌川目地区 
用途地域の変更 約1.5ヘクタール 
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むつ市都市政策課 現況写真 
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むつ市都市政策課 現況写真 
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むつ市都市政策課 現況写真 
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むつ市都市政策課 現況写真 
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むつ市都市政策課 用途地域について 

都市計画として定める地域地区（都市計画法第8条） 
                      の最も基礎的なものです。 

①第一種低層住居専用地域 

②第二種低層住居専用地域 

③第一種中高層住居専用地域 

④第二種中高層住居専用地域 

⑤第一種住居地域 

⑥第二種住居地域  

⑦準住居地域 

⑧近隣商業地域 

⑨商業地域 

⑩準工業地域 

⑪工業地域 

⑫工業専用地域  

下記１２種類ある用途地域のうち、②の第二種低層住居専用地域
を除いた11種類の用途地域をむつ都市計画区域に定めています。 

良好な住環境の形成、住居・商業・工業等の適正な配置による機
能的な都市活動の確保を目的としています。 
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むつ市都市政策課 
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用途地域について 

• 12種類の用途地
域には、左記の色
が割り当てられて
います。 

• 都市計画図上で、
土地に対する各
種用途地域の色
が確認できます。 

• 建築基準法により
建物用途などの
建築制限が適用
されます。 



むつ市都市政策課 
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用途地域について 

• 用途地域と建築物の
用途制限の関係を
表しています。 
 

• 建築物用途、規模、
階数などが、用途地
域の指定により制限
されます。 
 

• 表は建築基準法別
表第2の概要であり、
全ての制限について
掲載したものではあり
ません。 



むつ市都市政策課 むつ市都市計画マスタープラン 

都市計画法第18条の2に基づく市町村の都市計画に関する基本的方針 

地域北東部の国道２７９号バイパ
スと国道３３８号バイパスが交差す
る地区は、下北半島縦貫道路のイ
ンターチェンジ接続箇所としての環
境づくりを進めます。 

むつ田名部地域 土地利用の方針 

地域づくりの課題 

地域づくりの方針 
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むつ市都市政策課 現在の用途地域 決定状況 

用途地域変更箇所 
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下北半島縦貫道路 むつ南バイパス（工事中） 

凡 例 

第一種低層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 



むつ市都市政策課 用途地域の変更 原案 

凡 例 

第一種低層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

槌川目地区 
第一種低層住居専用地域 

→ 第一種住居地域 約1.5ヘクタール 

変更理由 
 むつ市都市計画マスタープランでは、下北
半島縦貫道路むつ南バイパス、国道２７９号
バイパス、国道３３８号バイパスが結節する箇
所において、インターチェンジ接続箇所とし
ての環境づくりを進めるとした土地利用の方
針が定められています。  
 また、むつ市と青森県では「休憩機能」「情
報発信機能」「地域連携機能」「防災機能」を
併せ持った施設の立地による安全で快適な
道路交通環境の提供と地域の振興を目的と
した事業が進められています。  
 これらの都市の将来像の達成や地域振興、
未利用地の有効活用のため、周辺に配慮し
た用途地域へと変更するものです。  
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下北半島縦貫道路 むつ南バイパス（工事中） 



むつ市都市政策課 都市計画変更手続き 今後の予定 

２．素案への意見書受付（2週間） 

３．本日の原案説明会  

６．都市計画法第17条に基づく2週間の案の縦覧 

17条縦覧：意見書受付 

５．都市計画公聴会 

5月15日～5月28日 

7月29日 

７．むつ市都市計画審議会 案審議 

9月上旬～9月下旬 

10月下旬 

7月9日 

１．素案説明会  平成26年5月14日 

４．原案縦覧・公述人募集 

原案作成 

7月10日～7月23日 

案作成 
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むつ市都市政策課 都市計画公聴会について 

1. 案を作成するために行います。 
2. 公開された場において、原案に対して意見陳
述を行う場となります。 

3. 意見陳述のためには、市に公述人として申し
出る必要があります。 

4. 都市計画公聴会開催日 
 平成26年7月29日（火曜日）午後6時30分
から 

 市役所本庁舎大会議室A 
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むつ市都市政策課 むつ市都市計画公聴会規則 

1. むつ都市計画区域に住所を有している人が、公述人
になることができます。 

2. 多数の申し出がある場合、公述人に選ばれない時も
あります。 

3. 公聴会での発言は、当該案件の範囲を超えることは
できません。 

4. 当該案件の範囲を超えた時、申出書の意見の要旨の
範囲を超えた時、公述時間を過ぎた時、発言は打ち
切られることがあります。 

5. 発言時間は10分とします。 
6. 公聴会議長は、公述人に質問する場合があります。 
7. 公述人は、議長に質問できません。 
8. 公聴会では、討論及び表決することができません。 
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むつ市都市政策課 公述人申出書の提出 
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様式の公述人申出書の提出をお願いします。 

• 公述人申出書様式の入手方法 
 原案説明会での配布、市ホームページからのダウンロード、 
市本庁舎都市政策課のカウンター 

• 公述人申出書の提出方法 
 郵送、持参でお願いします。 

申出書提出先 
• 〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 
        むつ市建設部都市政策課 都市計画変更係 

公述人申出書 受付期間：7月10日～7月23日（午後5時15分まで） 

公聴会開催日 7月29日 火曜日 午後6時30分から 
         市役所本庁舎大会議室Ａ 
ただし、公述の申し出が無い場合は開催いたしません。 


